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障害者雇用状況の集計結果 
（平成24年６月１日現在の大阪における障害者の雇用の状況について） 

 

 

・民間企業に雇用されている障害者の数は、３万７，００４．５人と過去最高を更新 

前年より３．４％（１，２３０．５人）増え９年連続の増加 

・民間企業における実雇用率は０．０６ポイント上昇し、１．６９％（全国１．６９％） 

・法定雇用率達成企業の割合は、１．１ポイント上昇し、４４．９％（全国４６．８％） 

・１，０００人以上規模で全国平均を上回る６４．３％の企業が法定雇用率達成（全国５７．５％） 

 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律により、１人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用すること

が義務づけられている大阪府内の民間企業、地方公共団体及び特殊法人等における平成年24年６月１

日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以下「障害者」という。）の雇用状況は、次のと

おりである。 

 なお、法定雇用率は平成25年４月１日に改定することとしています（民間企業の場合は１．８％→

２．０％）。 

 

 

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

  ・ 民間企業（大阪府に本社がある56人以上規模の企業：法定雇用率1.8％）に雇用されている

障害者の数は37,004.5人で、過去最高となった。 

 

  ・ 雇用者のうち、身体障害者は29,740.5人（対前年比0.9％増）、知的障害者は5,973.0人（同

12.1％増）、精神障害者は1,291.0人（同33.5％増）と、いずれも前年より増加し、特に精神

障害者が大きく増加した。 

 

  ・ 実雇用率は、過去最高の1.69％（前年は1.63％）、法定雇用率達成企業の割合は44.9％（同

43.8％）であった。 

〔総括表１、グラフ(1)、詳細表１(1)・(4)〕 
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○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、56～100人未満規模企業で2,088.0人、

100～300人未満で5,734.5人、300～500人未満で3,176.0人、500～1,000人未満で4,127.0人、1,

000人以上規模企業で21,879.0人であった。 

    

・ 実雇用率は、民間企業全体の実雇用率1.69％と比較すると、 

→1,000以上規模企業（1.92％）は上回った。 

→500人～1,000人未満規模企業（1.65％）、同300人～500人未満（1.55％）、同100人～300人 

未満（1.34％）、同56～100人未満（1.23％）については下回った。 

 

  ・ 法定雇用率達成企業の割合は、56～100人未満規模企業が42.2％、100人～300人未満が44.7％、 

300人～500人未満が47.4％、500人～1,000人未満が42.6％、1,000人以上が64.3％であった。 

 

〔グラフ(2)・(3)、詳細表１(2)〕 

 

 ○ 産業別の状況 

  ・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「鉱業、採石業、砂利採取業」が2.0人、

「建設業」が1,527.5人、「製造業」が12,665.5人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が729.5

人、「情報通信業」が2,100.0人、「運輸業、郵便業」が2,832.0人、「卸売業、小売業」が5,

085.0人、「金融業、保険業」が2,947.0人、「不動産業、物品賃貸業」が403.0人、「学術研

究、専門・技術サービス業」が387.5人、「宿泊業、飲食サービス業」が1,217.0人、「生活関

連サービス業、娯楽業」が665.5人、「教育、学習支援業」が574.0人、「医療、福祉」が2,91

2.5人、「複合サービス事業」が167.5人、「サービス業」が2,789.0人であった。 

 

  ・ 産業別の実雇用率では、「電気・ガス・熱供給・水道業」（2.06％）、「金融業、保険業」

（1.86％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（1.83％）、「医療、福祉」（1.99％）、「複

合サービス事業」（2.10％）の５業種は法定雇用率を上回っている。 

 

  ・ 加えて、「製造業」（1.77％）、「運輸業、郵便業」（1.78％）、「サービス業」（1.74％）

の３業種は大阪における民間企業全体の実雇用率1.69％を上回っている。 

 

〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(3)〕 

 

 ○ 法定雇用率未達成企業の状況 

  ・ 平成24年の法定雇用率未達成企業3,456社。そのうち、不足数が0.5人または１人である企業 

（１人不足企業）が2,124社（61.5％）と過半数を占めている。 

 

  ・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が2,049社（59.3％）となって

いる。 

〔詳細表１(5)〕 
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○ 特例子会社の状況 

  ・ 平成24年６月１日現在で親会社が大阪府内に所在する特例子会社（※）の認定を受けている

企業は41社（前年より５社増）で雇用されている障害者の数は、2,108.5人であった。 

 

  ・ 雇用者のうち、身体障害者は1,257.0人、知的障害者は753.5人、精神障害者は98.0人であっ

た。 

 

   ※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 

〔詳細表１(6)〕 

 

 

 

 

（１）大阪府の機関（法定雇用率2.1％） 

   大阪府の機関に在職している障害者の数は345.5人で、前年より0.9％（3.0人）低下している 

ものの、実雇用率は3.06％と、前年に比べ、0.09ポイント上昇した。 

   大阪府の機関はすべて達成。 

〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(1)・(2)〕 

 

（２）大阪府教育委員会 

   2.0％の法定雇用率が適用される大阪府教育委員会に在職している障害者の数は529.5人で、前

年より6.6%（37.5人）低下しているものの、実雇用率は2.04％と、前年に比べ、0.04ポイント上

昇した。 

〔総括表２(4)、詳細表２(4)、４(3)〕 

 

（３）市町村の機関（法定雇用率２．１％） 

   市町村の機関に在職している障害者の数は1,756.5人で、前年より0.8％（13.5人）増加してい

るものの、実雇用率は2.57％と、前年に比べ0.01ポイント低下した。 

   93機関中89機関が達成。 

 

  【未達成の機関】 

  門真市、豊中市教育委員会、泉大津市教育委員会、豊能町教育委員会 

 

なお、門真市については、８月１日現在において、障害者の数17人、実雇用率2.10％、不足数 

0.0人となっている。 

〔総括表２(3)、詳細表２(3)、４(4)・(5)・(7)〕 

 

（４）市町村の一部教育委員会 

   2.0％の法定雇用率が適用される市町村の一部教育委員会に在職している障害者の数は333.5 

人で前年より0.6％（２人）低下しており、実雇用率は2.11％と、昨年同様であった。 

  すべての４機関が達成。 

〔総括表２(4)、詳細表２(4)・４(6)〕 

２ 公的機関における在職状況 
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  独立行政法人等（法定雇用率2.1％）に雇用されている障害者の数は326.5人で、前年より10.87％ 

（32.0人）増加しており、実雇用率は1.93％と、前年に比べ0.04ポイント上昇した。 

  16法人中11法人が達成。 

 

  【未達成の法人】 

  公立大学法人大阪府立大学、公立大学法人大阪市立大学、地方独立行政法人りんくう総合医療セ 

ンター、地方独立行政法人堺市立病院機構、地方独立行政法人大阪市立工業研究所 

   

〔総括表３、詳細表３、４(8)〕 

 

３ 独立行政法人等における雇用状況 



  

１　民間企業における雇用状況（法定雇用率１．８％）

2,192,794.0 人 37,004.5 人 1.69 % 2,817 / 6,273 44.9 %

( 2,190,173.5 人 ) ( 35,774.0 人 ) ( 1.63 % ) ( 2,742 / 6,266 ) ( 43.8 % )

２　地方公共団体等における在職状況

(1) 府・市町村の機関(法定雇用率２．１％)

79,717.5 人 2,102.0 人 2.64 % 93 / 97 95.9 %

< 6,489 人 > < 8.14 % >

( 79,417.0 人 ) ( 2,091.5 人 ) ( 2.63 % ) ( 91 / 96 ) ( 94.8 % )

(2) 大阪府の機関（法定雇用率２．１％）

11,295.5 人 345.5 人 3.06 % 4 / 4 100.0 %

< 312 人 > < 2.76 % >

( 11,741.0 人 ) ( 348.5 人 ) ( 2.97 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

8,414.5 人 285.0 人 3.39 % 1 / 1 100.0 %

< 270 人 > < 3.21 % >

( 8,916.0 人 286.5 人 ) ( 3.21 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

2,881.0 人 60.5 人 2.10 % 3 / 3 100.0 %

< 42 人 > < 1.44 % >

( 2,825.0 人 62.0 人 ) ( 2.19 % ) ( 3 / 3 ) ( 100.0 % )

(3) 市町村の機関（法定雇用率２．１％）

68,422.0 人 1,756.5 人 2.57 % 89 / 93 95.7 %

< 1,588 人 > < 2.32 % >

( 67,676.0 人 1,743.0 人 ) ( 2.58 % ) ( 87 / 92 ) ( 94.6 % )
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⑤　達成割合③　実雇用率

⑤　達成割合

市町村の機関

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

平成２４年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合

民間企業

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

⑤　達成割合③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

大阪府
その他の

機関

大阪府
知事室

計

計

②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数



  

(4) 大阪府の教育委員会（法定雇用率２．０％）

41,822.0 人 863.0 人 2.06 % 5 / 5 100.0 %

< 836 人 > < 2.00 % >

( 44,304.0 人 ) ( 902.5 人 ) ( 2.04 % ) ( 5 / 5 ) ( 100.0 % )

26,018.0 人 529.5 人 2.04 % 1 / 1 100.0 %

< 510 人 > < 1.96 % >

( 28,378.0 人 567.0 人 ) ( 2.00 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

15,804.0 人 333.5 人 2.11 % 4 / 4 100.0 %

< 327 人 > < 2.07 % >

( 15,926.0 人 335.5 人 ) ( 2.11 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率２．１％）

16,893.5 人 326.5 人 1.93 % 11 / 16 68.8 %

< 人 > < 0.00 % >

( 15,592.0 人 ) ( 294.5 人 ) ( 1.89 % ) ( 7 / 12 ) ( 58.3 % )

2,286.0 人 49.5 人 2.17 % 3 / 3 100.0 %

< 人 > < 0.00 % >

( 2,224.5 人 51.5 人 ) ( 2.32 % ) ( 3 / 3 ) ( 100.0 % )

9,360.0 人 170.0 人 1.82 % 2 / 4 50.0 %

国立大学法人等 < 人 > < 0.00 % >

( 9,169.5 人 167.5 人 ) ( 1.83 % ) ( 2 / 4 ) ( 50.0 % )

5,247.5 人 107.0 人 2.04 % 6 / 9 66.7 %

< 282 人 > < 5.37 % >

( 4,198.0 人 75.5 人 ) ( 1.80 % ) ( 2 / 5 ) ( 40.0 % )

注　１

２

３

４
５

６
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　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政法人
等」とは、同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

地方独立行政
法人等

独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)

⑤　達成割合
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数

　（　）内は、平成23年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

計

　法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当
数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定
められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

計

大阪府
教育委員会

市町村
教育委員会

②　障害者の数 ③　実雇用率

⑤　達成割合

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度
身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以
外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するも
のとして0.5カウントとしている。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当
職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。



注１：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年度まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 平成２３年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者
平成１８年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者である短時間労働者

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)
重度身体障害者である短時間労働者 知的障害者である短時間労働者 
重度知的障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
精神障害者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精神障害者である短時間労働者
精神障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)
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注　(4)の図と同じ。
注１　グラフ作成上、労働者数が1,000人に満たない農、林、漁業及び鉱業は除いている。
注２　平成21年より産業分類が変更になっている。
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専門・技術サービス業 1.11 



10

◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、

それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならな

いこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害

者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は

雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人等 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の特殊法人、

独立行政法人、国立大学法人等

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の

障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

【一般民間企業における雇用率設定基準】

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数

障害者雇用率 ＝

常用労働者数 ＋ 失業者数

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の

障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい

ては、0.5人分としてカウントされる。

※ 法定雇用率については、平成25年４月１日に改定することとしており、それ

ぞれ、一般の民間企業：1.8％→2.0％、特殊法人等、国、地方公共団体：2.1％

→2.3％、都道府県等の教育委員会：2.0％→2.2％となる。
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平成２４年６月１日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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(1) 概況
①　概況

① ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

6,273 2,192,794.0 9,267 765 16,808 1,795 37,004.5 3,123.5 1.69 2,817 44.9

< 298,983 > < 28,430 > < 13.63 >

（ 6,266 )（ 2,190,173.5 )（ 9,088 )（ 638 )（ 16,236 ) ( 1,448 ) （ 35,774.0 )（ 2,852.0 )（ 1.63 )（ 2,742 )（ 43.8 )

②　障害種別雇用状況

注１ 注１

２

２ ３

３ ４

４ ５

５ ６

６

③　障害者の数

企業数 法定雇用
率達成企
業の割合

Ｃ．重度以外の
身体障害者、
知的障害者及
び精神障害者

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

実雇用率
Ｅ÷②×
100区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る労働者数

⑥

　F欄の「うち新規雇用分」は、平成23年６月２日から平成24年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられ
た障害者数である。

法定雇用率達
成企業の数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成23年6月2日から平成24年6月1日ま
での1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしてお
り、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並
びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計
を算出するに当たり0.5カウントとしている。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時
間以上30時間未満の労働者である。

　（　）内は平成23年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身
体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につ
いて定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間労働者

Ｆ．うち新規雇
用分

民間企業

 （　）内は平成23年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなっ
た。

〔１（１）①表の注〕

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとして
おり、ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。

②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして
おり、ｅ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③のａ.ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者
であり、②③のｂ.ｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の労働者である。

〔１（１）②表の注〕

　< >内は精神障害者を除いた場合の数値である。

１ 民間企業における雇用状況（法定雇用率1.8％） 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

民間企業 37,004.5 8,231 552 12,286 881 29,740.5 2,072.0 1,036 213 3,406 564 5,973.0 758.5 1,116 350 1,291.0 293.0

　 （ 35,774.0 ）（ 8,157 ）（ 480 ）（ 12,287 ）（ 795 ）（ 29,478.5 ）（ 1,885.0 ）（ 931 ）（ 158 ）（ 3,101 ）（ 415 ）（ 5,328.5 ）（ 764.5 ）（ 848 ）（ 238 ）（ 967.0 ）（ 202.5 ）

ｆ．うち新規雇
用分

b．　重度
知的障害者
である短時
間労働者

ｄ．精神障害
者である短時
間労働者

ｄ．重度以外
の身体障害
者である短
時間労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

b．　重度
身体障害者
である短時
間労働者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

ｄ．重度以外
の知的障害
者である短
時間労働者

ｃ．重度以外
の身体障害
者

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｃ.精神障害者

③知的障害者の数

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ａ.重度知的
障害者

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ａ.重度身体
障害者1

2 



(2) 企業規模別の雇用状況
①　概況

① ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 6,273 2,192,794.0 9,267 765 16,808 1,795 37,004.5 3,123.5 1.69 2,817 44.9

〈 #REF! 〉 〈 28,430 〉〈 #REF! 〉

（ 6,266 )（ 2,190,173.5 )（ 9,088 ) （ 638 ) （ 16,236 ) （ 1,448 ) （ 35,774.0 ) （ 2,852.0 ) （ 1.63 ) （ 2,742 )（ 43.8 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％   
56～ 2,255 169,186.5 479 62 1,014 108 2,088.0 129.5 1.23 951 42.2   

100人未満　 　 〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉   

（ 2,280 ) （ 170,407.0 )（ 507 ) （ 53 ) （ 1,076 ) （ 95 ) （ 2,190.5 ) （ 118.0 ) （ 1.29 ) （ 969 )（ 42.5 )
  
  

100～ 2,743 429,086.5 1,246 177 2,865 401 5,734.5 561.5 1.34 1,227 44.7   

300人未満   

（ 2,714 ）（ 426,080.0 )（ 1,218 ) （ 157 ) （ 2,835 ) （ 361 ) （ 5,608.5 ) （ 483.5 ) （ 1.32 ) （ 1,198 )（ 44.1 )
  
  

300～ 574 204,761.0 743 109 1,483 196 3,176.0 326.5 1.55 272 47.4
500人未満 〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉

（ 561 ）（ 199,832.0 )（ 701 ) （ 82 ) （ 1,341 ) （ 147 ) （ 2,898.5 ) （ 220.0 ) （ 1.45 ) （ 233 )（ 41.5 )

500～ 387 249,779.5 1,048 86 1,864 162 4,127.0 397.0 1.65 165 42.6
1000人未満

（ 397 ）（ 255,998.0 )（ 1,038 ) （ 94 ) （ 1,861 ) （ 159 ) （ 4,110.5 ) （ 369.0 ) （ 1.61 ) （ 176 )（ 44.3 )

1,000以上 314 1,139,980.5 5,751 331 9,582 928 21,879.0 1,709.0 1.92 202 64.3
〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉

（ 314 ）（ 1,137,856.5 )（ 5,624 ) （ 252 ) （ 9,123 ) （ 686 ) （ 20,966.0 ) （ 1,661.5 ) （ 1.84 ) （ 166 )（ 52.9 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

注　１(1)②表と同じ

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

③　障害者の数

Ｆ．うち新規雇
用分

法定雇用
率達成企
業の割合

法定雇用率
達成企業の
数

実雇用率
Ｅ÷②×100

企業数 Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ａ.重度身体障害
者及び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短時
間労働者

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 37,004.5 8,231 552 12,286 881 29,740.5 2,072.0 1,036 213 3,406 564 5,973.0 758.5 1,116 350 1,291.0 293.0

（ 35,774.0 ) （ 8,157 ) （ 480 ) （ 12,287 ) （ 795 ）（ 29,478.5 ) （ 1,885.0 ) （ 931 ) （ 158 ) （ 3,101 ) （ 415 ) （ 5,328.5 ) （ 764.5 ) （ 848 ) （ 238 ) （ 967.0 ) （ 202.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
56～ 2,088.0 344 50 775 53 1,539.5 135 ) 12 199 39 500.5 40 16 48.0
100人未満　 （ 2,190.5 ) （ 348 ）（ 39 ）（ 818 ）（ 46 )（ 1,576.0 ) （ 159 ) （ 14 ）（ 226 ）（ 32 ) （ 574.0 ) （ 32 ）（ 17 ) （ 40.5 )

100～ 5,734.5 1,060 114 2,106 192 4,436.0 186 63 602 127 1,100.5 157 82 198.0
300人未満 （ 5,608.5 ) （ 1,059 ）（ 104 ）（ 2,103 ）（ 179 )（ 4,414.5 ) （ 159 ）（ 53 ）（ 599 ）（ 118 ) （ 1,029.0 ) （ 133 ）（ 64 ) （ 165.0 )

300～　 3,176.0 664 76 1,071 99 2,524.5 79 33 314 45 527.5 98 52 124.0
500人未満 （ 2,898.5 ) （ 640 ）（ 61 ）（ 1,014 ）（ 90 )（ 2,400.0 ) （ 61 ）（ 21 ）（ 246 ）（ 35 ) （ 406.5 ) （ 81 ）（ 22 ) （ 92.0 )

500～　 4,127.0 961 65 1,412 92 3,445.0 87 21 329 37 542.5 123 33 139.5
1000人未満 （ 4,110.5 ) （ 942 ）（ 74 ）（ 1,423 ）（ 95 )（ 3,428.5 ) （ 96 ）（ 20 ）（ 335 ）（ 42 ) （ 568.0 ) （ 103 ）（ 22 ) （ 114.0 )

1,000以上 21,879.0 5,202 247 6,922 445 17,795.5 549 84 1,962 316 3,302.0 698 167 781.5

（ 20,966.0 ) （ 5,168 ）（ 202 ）（ 6,929 ）（ 385 )（ 17,659.5 ) （ 456 ）（ 50 ）（ 1,695 ）（ 188 ) （ 2,751.0 ) （ 499 ）（ 113 ) （ 555.5 )

ｃ.精神障害者

③知的障害者の数

ｆ．うち新規雇用
分

ａ.重度身体障害
者 ｆ．うち新規雇用

分

ｄ．重度以外
の身体障害者
である短時間
労働者

④精神障害者の数

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ａ.重度知的障害
者

b．　重度知的障
害者である短時
間労働者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

b．　重度身体障
害者である短時
間労働者

ｃ．重度以外の
知的障害者ｆ．うち新規雇用

分

ｄ．重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

ｄ．精神障害者
である短時間労
働者

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

13 



(3) 産業別の雇用状況
①　概況

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

産業計 6,273 2,192,794.0 9,267 765 16,808 1,795 37,004.5 3,123.5 1.69 2,817 44.9

〈 298,983.0〉 〈 〉 〈 13.63 〉

（ 6,266 ) （ 2,190,173.5 ) （ 9,088 ) （ 638 ) （ 16,236 ) （ 1,448 ) （ 35,774.0 ) （ 2,852.0 ) （ 1.63 ) （ 2,742 ) （ 43.8 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

農、林、漁業 - - - - - - - - - - -

〈 350.0〉 〈 ###### 〉

（ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - )

鉱業,採石業, 1 203.0 1 0 0 0 2.0 0.0 0.99 0 0.0

砂利採取業
（ 1 ) （ 218.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 2.0 ) （ 0.0 ) （ 0.92 ) （ 0 ) （ 0.0 )

建設業 221 94,236.5 466 8 583 9 1,527.5 111.5 1.62 102 46.2

〈 8,134.0〉 〈 8.63 〉

（ 227 ) （ 95,483.5 ) （ 467 ) （ 4 ) （ 556 ) （ 9 ) （ 1,498.5 ) （ 67.5 ) （ 1.57 ) （ 98 ) （ 43.2 )

製造業 1,857 715,031.0 3,548 113 5,370 173 12,665.5 627.0 1.77 976 52.6

（ 1,841 ) （ 719,305.0 ) （ 3,536 ) （ 90 ) （ 5,264 ) （ 161 ) （ 12,506.5 ) （ 601.0 ) （ 1.74 ) （ 956 ) （ 51.9 )

11 35,366.0 190 7 340 5 729.5 23.0 2.06 7 63.6

〈 3,474.0〉 〈 9.82 〉

（ 11 ) （ 33,963.5 ) （ 185 ) （ 3 ) （ 320 ) （ 1 ) （ 693.5 ) （ 30.0 ) （ 2.04 ) （ 6 ) （ 54.5 )

情報通信業 258 133,907.5 539 20 986 32 2,100.0 130.0 1.57 64 24.8

（ 267 ) （ 134,398.5 ) （ 509 ) （ 29 ) （ 975 ) （ 25 ) （ 2,034.5 ) （ 108.0 ) （ 1.51 ) （ 58 ) （ 21.7 )

運輸業,郵便業 447 159,468.0 612 34 1,515 118 2,832.0 195.0 1.78 219 49.0

〈 18,386.0〉 〈 11.53 〉

（ 454 ) （ 157,207.5 ) （ 614 ) （ 35 ) （ 1,436 ) （ 107 ) （ 2,752.5 ) （ 237.5 ) （ 1.75 ) （ 229 ) （ 50.4 )

卸売業,小売業 1,293 368,248.5 1,138 146 2,438 450 5,085.0 539.5 1.38 429 33.2

（ 1,308 ) （ 380,678.0 ) （ 1,131 ) （ 150 ) （ 2,384 ) （ 388 ) （ 4,990.0 ) （ 442.0 ) （ 1.31 ) （ 413 ) （ 31.6 )

70 158,044.5 723 9 1,483 18 2,947.0 208.5 1.86 27 38.6

〈 19,987.0〉 〈 12.65 〉

（ 73 ) （ 166,696.0 ) （ 738 ) （ 5 ) （ 1,530 ) （ 17 ) （ 3,019.5 ) （ 329.0 ) （ 1.81 ) （ 31 ) （ 42.5 )

不動産業, 116 26,929.0 100 14 185 8 403.0 21.5 1.50 45 38.8

物品賃貸業 〈

（ 125 ) （ 28,762.0 ) （ 108 ) （ 15 ) （ 208 ) （ 17 ) （ 447.5 ) （ 25.0 ) （ 1.56 ) （ 57 ) （ 45.6 )

192 34,778.0 108 10 154 15 387.5 48.0 1.11 60 31.3

〈 19,987.0〉 〈 57.47 〉

（ 189 ) （ 33,896.0 ) （ 98 ) （ 8 ) （ 146 ) （ 8 ) （ 354.0 ) （ 46.5 ) （ 1.04 ) （ 55 ) （ 29.1 )

178 78,364.5 224 112 511 292 1,217.0 125.5 1.55 63 35.4

（ 174 ) （ 64,056.0 ) （ 180 ) （ 49 ) （ 407 ) （ 122 ) （ 877.0 ) （ 180.5 ) （ 1.37 ) （ 61 ) （ 35.1 )

170 36,421.0 165 13 294 57 665.5 82.0 1.83 57 33.5

〈 19,987.0〉 〈 54.88 〉

（ 161 ) （ 35,133.0 ) （ 168 ) （ 6 ) （ 308 ) （ 26 ) （ 663.0 ) （ 45.0 ) （ 1.89 ) （ 48 ) （ 29.8 )

140 36,546.0 157 19 232 18 574.0 68.0 1.57 75 53.6

（ 139 ) （ 36,626.0 ) （ 149 ) （ 11 ) （ 217 ) （ 16 ) （ 534.0 ) （ 49.5 ) （ 1.46 ) （ 63 ) （ 45.3 )

医療,福祉 688 146,582.5 670 140 1,278 309 2,912.5 478.0 1.99 418 60.8

〈 25,892.0〉 〈 17.66 〉

（ 647 ) （ 136,605.0 ) （ 643 ) （ 124 ) （ 1,136 ) （ 258 ) （ 2,675.0 ) （ 326.5 ) （ 1.96 ) （ 388 ) （ 60.0 )

21 7,972.5 47 4 67 5 167.5 4.5 2.10 11 52.4

（ 21 ) （ 7,405.5 ) （ 36 ) （ 5 ) （ 60 ) （ 7 ) （ 140.5 ) （ 30.0 ) （ 1.90 ) （ 10 ) （ 47.6 )

サービス業 610 160,695.5 579 116 1,372 286 2,789.0 461.5 1.74 264 43.3

（ 628 ) （ 159,670.0 ) （ 525 ) （ 104 ) （ 1,289 ) （ 286 ) （ 2,586.0 ) （ 334.0 ) （ 1.62 ) （ 269 ) （ 42.8 )

注　１(1)①の表と同じ

⑥
法定雇用率
達成企業の
割合

⑤
法定雇用率達
成企業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｆ．うち新規雇用
分

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短時
間労働者

③　障害者の数

複合サービス事業

①
企業数

金融業,保険業

電気・ガス・熱供
給・水道業

区分

教育,学習支援業

②
法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働
者数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

学術研究,専
門・技術サービ
ス業

生活関連サー
ビス業,娯楽業

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神
障害者

宿泊業,飲食
サービス業
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②　障害種別雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

産業計 37,004.5 8,231 552 12,286 881 29,740.5 2,072.0 1,036 213 3,406 564 5,973.0 758.5 1,116 350 1,291.0 293.0
（ 35,774.0 ) （ 8,157 ） （ 480 ） （ 12,287 ） （ 795 ） （ 29,478.5 ） （ 1,885.0 ） （ 931 ） （ 158 ） （ 3,101 ） （ 415 ） （ 5,328.5 ） （ 764.5 ） （ 848 ） （ 238 ） （ 967.0 ） （ 202.5 ）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

農、林、漁業 - - - - - - - - - - - - - -
（ - ) （ - ） （ - ） （ - ） （ - ) （ - ) （ - ） （ - ） （ - ） （ - ) （ - ) （ - ） （ - ) （ - )

2.0 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0
（ 2.0 ) （ 1 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ) （ 2.0 ) （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0 ） （ 0 ) （ 0.0 )

建設業 1,527.5 464 8 539 7 1,478.5 2 0 16 0 20.0 28 2 29.0
（ 1,498.5 ) （ 465 ） （ 4 ） （ 518 ） （ 8 ) （ 1,456.0 ) （ 2 ） （ 0 ） （ 16 ） （ 0 ) （ 20.0 ) （ 22 ） （ 1 ) （ 22.5 )

製造業 12,665.5 3,231 91 4,000 87 10,596.5 317 22 1,065 65 1,753.5 305 21 315.5
（ 12,506.5 ) （ 3,250 ） （ 64 ） （ 4,070 ） （ 76 ) （ 10,672.0 ) （ 286 ） （ 26 ） （ 982 ） （ 62 ) （ 1,611.0 ) （ 212 ） （ 23 ) （ 223.5 )

729.5 180 7 275 5 644.5 10 0 51 0 71.0 14 0 14.0
（ 693.5 ) （ 176 ） （ 3 ） （ 258 ） （ 1 ) （ 613.5 ) （ 9 ） （ 0 ） （ 47 ） （ 0 ) （ 65.0 ) （ 15 ） （ 0 ) （ 15.0 )

情報通信業 2,100.0 538 16 902 25 2,006.5 1 4 6 2 13.0 78 5 80.5
（ 2,034.5 ) （ 507 ） （ 25 ） （ 906 ） （ 20 ) （ 1,955.0 ) （ 2 ） （ 4 ） （ 7 ） （ 2 ) （ 16.0 ) （ 62 ） （ 3 ) （ 63.5 )

運輸業,郵便業 2,832.0 511 30 1,108 73 2,196.5 101 4 302 30 523.0 105 15 112.5
（ 2,752.5 ) （ 507 ） （ 30 ） （ 1,091 ） （ 62 ) （ 2,166.0 ) （ 107 ） （ 5 ） （ 272 ） （ 27 ) （ 504.5 ) （ 73 ） （ 18 ) （ 82.0 )

卸売業,小売業 5,085.0 956 107 1,434 183 3,544.5 182 39 821 146 1,297.0 183 121 243.5
（ 4,990.0 ) （ 972 ） （ 107 ） （ 1,482 ） （ 184 ) （ 3,625.0 ) （ 159 ） （ 43 ） （ 743 ） （ 116 ) （ 1,162.0 ) （ 159 ） （ 88 ) （ 203.0 )

2,947.0 721 9 1,398 16 2,857.0 2 0 21 0 25.0 64 2 65.0
（ 3,019.5 ) （ 736 ） （ 5 ） （ 1,452 ） （ 17 ) （ 2,937.5 ) （ 2 ） （ 0 ） （ 25 ） （ 0 ) （ 29.0 ) （ 53 ） （ 0 ) （ 53.0 )

不動産業,物品賃貸業 403.0 94 9 128 7 328.5 6 5 45 1 62.5 12 0 12.0
（ 447.5 ) （ 102 ） （ 7 ） （ 143 ） （ 17 ) （ 362.5 ) （ 6 ） （ 8 ） （ 51 ） （ 0 ) （ 71.0 ) （ 14 ） （ 0 ) （ 14.0 )

387.5 107 10 135 11 364.5 1 0 4 2 7.0 15 2 16.0
（ 354.0 ) （ 97 ） （ 7 ） （ 123 ） （ 5 ) （ 326.5 ) （ 1 ） （ 1 ） （ 12 ） （ 1 ) （ 15.5 ) （ 11 ） （ 2 ) （ 12.0 )

1,217.0 173 51 258 100 705.0 51 61 222 143 456.5 31 49 55.5
（ 877.0 ) （ 147 ） （ 28 ） （ 213 ） （ 60 ) （ 565.0 ) （ 33 ） （ 21 ） （ 173 ） （ 44 ) （ 282.0 ) （ 21 ） （ 18 ) （ 30.0 )

665.5 72 10 131 27 298.5 93 3 121 13 316.5 42 17 50.5
（ 663.0 ) （ 70 ） （ 3 ） （ 115 ） （ 11 ) （ 263.5 ) （ 98 ） （ 3 ） （ 164 ） （ 6 ) （ 366.0 ) （ 29 ） （ 9 ) （ 33.5 )

574.0 152 17 203 12 530.0 5 2 14 1 26.5 15 5 17.5
（ 534.0 ) （ 144 ） （ 11 ） （ 200 ） （ 13 ) （ 505.5 ) （ 5 ） （ 0 ） （ 6 ） （ 0 ) （ 16.0 ) （ 11 ） （ 3 ) （ 12.5 )

医療,福祉 2,912.5 536 95 813 143 2,051.5 134 45 353 95 713.5 112 71 147.5
（ 2,675.0 ) （ 527 ） （ 88 ） （ 759 ） （ 118 ) （ 1,960.0 ) （ 116 ） （ 36 ） （ 303 ） （ 92 ) （ 617.0 ) （ 74 ） （ 48 ) （ 98.0 )

167.5 24 1 45 1 94.5 23 3 15 3 65.5 7 1 7.5
（ 140.5 ) （ 21 ） （ 1 ） （ 39 ） （ 4 ) （ 84.0 ) （ 15 ） （ 4 ） （ 16 ） （ 2 ) （ 51.0 ) （ 5 ） （ 1 ) （ 5.5 )

サービス業 2,789.0 471 91 917 184 2,042.0 108 25 350 63 622.5 105 39 124.5
（ 2,586.0 ) （ 435 ） （ 97 ） （ 918 ） （ 199 ) （ 1,984.5 ) （ 90 ） （ 7 ） （ 284 ） （ 63 ) （ 502.5 ) （ 87 ） （ 24 ) （ 99.0 )

注　１(1)②の表と同じ

複合サービス事業

教育・学習支援業

ｆ．うち新規雇用
分

区分

①
障害者の数

電気・ガス・熱供給・水
道業

金融業,保険業

b．　重度身体障
害者である短時
間労働者

②身体障害者の数
ａ.重度身体障害
者

③知的障害者の数
ａ.重度知的障害
者

b．　重度知的障
害者である短時
間労働者

ｃ．重度以外の
知的障害者

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇用
分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｆ．うち新規雇用
分

ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者で
ある短時間労働
者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ×
0.5

鉱業,採石業,砂利採
取業

学術研究,専門・技術
サービス業

生活関連サービス業,
娯楽業

ｄ．重度以外の
身体障害者であ
る短時間労働者

ｄ．重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

宿泊業,飲食サービス
業

1
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③　製造業における雇用状況（概況）

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

製造業計 1,857 715,031.0 3,548 113 5,370 173 12,665.5 627.0 1.77 976 52.6

〈 110,127.0 〉 〈 15.40 〉

( 1,841 ) ( 719,305.0 ) ( 3,536 ) ( 90 ) ( 5,264 ) ( 161 ) ( 12,506.5 ) ( 601.0 ) ( 1.74 ) ( 956 ) ( 51.9 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

食料品・たばこ 178 52,468.5 209 28 508 87 997.5 64.0 1.90 108 60.7

〈 13,983.0 〉 〈 26.65 〉

( 168 ) ( 54,168.0 ) ( 205 ) ( 21 ) ( 518 ) ( 79 ) ( 988.5 ) ( 71.0 ) ( 1.82 ) ( 97 ) ( 57.7 )

繊維・衣服 83 36,588.0 157 8 349 9 675.5 52.0 1.85 48 57.8

( 86 ) ( 36,335.0 ) ( 148 ) ( 12 ) ( 320 ) ( 14 ) ( 635.0 ) ( 36.5 ) ( 1.75 ) ( 52 ) ( 60.5 )

木材・家具 23 11,168.5 49 3 108 0 209.0 13.0 1.87 14 60.9

〈 1,486.0 〉 〈 13.31 〉

( 23 ) ( 11,302.5 ) ( 44 ) ( 0 ) ( 106 ) ( 1 ) ( 194.5 ) ( 8.0 ) ( 1.72 ) ( 11 ) ( 47.8 )

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・印刷 170 35,758.5 134 5 267 8 544.0 8.5 1.52 90 52.9

( 170 ) ( 35,722.0 ) ( 144 ) ( 6 ) ( 268 ) ( 4 ) ( 564.0 ) ( 19.0 ) ( 1.58 ) ( 99 ) ( 58.2 )

化学工業 312 146,726.5 695 20 1,078 16 2,496.0 128.0 1.70 146 46.8

〈 12,190.0 〉 〈 8.31 〉

( 313 ) ( 144,863.0 ) ( 633 ) ( 13 ) ( 1,049 ) ( 7 ) ( 2,331.5 ) ( 103.5 ) ( 1.61 ) ( 145 ) ( 46.3 )

窯業・土石 34 7,946.5 24 2 67 0 117.0 6.0 1.47 14 41.2

( 35 ) ( 8,217.0 ) ( 25 ) ( 1 ) ( 70 ) ( 0 ) ( 121.0 ) ( 10.0 ) ( 1.47 ) ( 17 ) ( 48.6 )

鉄鋼 56 13,878.0 46 2 146 2 241.0 4.0 1.74 35 62.5

〈 2,597.0 〉 〈 18.71 〉

( 52 ) ( 13,142.5 ) ( 43 ) ( 1 ) ( 127 ) ( 3 ) ( 215.5 ) ( 2.0 ) ( 1.64 ) ( 30 ) ( 57.7 )

非鉄金属 58 23,150.0 129 3 162 3 424.5 10.0 1.83 33 56.9

( 57 ) ( 22,831.5 ) ( 124 ) ( 2 ) ( 150 ) ( 5 ) ( 402.5 ) ( 21.5 ) ( 1.76 ) ( 26 ) ( 45.6 )

金属製品 212 37,683.5 121 4 338 6 587.0 42.5 1.56 119 56.1

〈 5,212.0 〉 〈 13.83 〉

( 210 ) ( 35,909.5 ) ( 117 ) ( 7 ) ( 311 ) ( 5 ) ( 554.5 ) ( 36.5 ) ( 1.54 ) ( 110 ) ( 52.4 )

電気機械 172 153,211.0 1,037 12 905 12 2,997.0 77.0 1.96 85 49.4

( 162 ) ( 151,989.5 ) ( 1,025 ) ( 8 ) ( 866 ) ( 8 ) ( 2,928.0 ) ( 97.0 ) ( 1.93 ) ( 81 ) ( 50.0 )

その他機械 345 132,356.5 664 15 957 17 2,308.5 183.0 1.74 175 50.7

〈 30,316.0 〉 〈 22.90 〉

( 344 ) ( 130,240.0 ) ( 653 ) ( 8 ) ( 921 ) ( 18 ) ( 2,244.0 ) ( 135.0 ) ( 1.72 ) ( 172 ) ( 50.0 )

その他 214 64,095.5 283 11 485 13 1,068.5 39.0 1.67 109 50.9

( 221 ) ( 74,584.5 ) ( 375 ) ( 11 ) ( 558 ) ( 17 ) ( 1,327.5 ) ( 61.0 ) ( 1.78 ) ( 116 ) ( 52.5 )

注 １(1)①の表と同じ

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

①
企業数 Ｅ．　計

Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

③　障害者の数 ⑥
法定雇用率
達成企業の
割合

⑤
法定雇用率達
成企業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100Ｆ．うち新規雇用

分

Ａ.重度身体
障害者及び重
度知的障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労働
者

Ｃ．重度以外の
身体障害者、知
的障害者及び
精神障害者

Ｄ.重度以外の身
体障害者及び知
的障害者並びに
精神障害者であ
る短時間労働者

1
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④　製造業における雇用状況（障害種別）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

製造業計
12,665.5 3,231 91 4,000 87 10,596.5 317 22 1,065 65 1,753.5 305 21 315.5

（ 12,506.5 ) （ 3,250 ) （ 64 ) （ 4,070 ) （ 76 ） （ 10,672.0 ) （ 286 ) （ 26 ) （ 982 ) （ 62 ） （ 1,611.0 ) （ 212 ) （ 23 ) （ 223.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

食料品・たばこ 997.5 159 14 247 27 592.5 50 14 249 54 390.0 12 6 15.0
（ 988.5 ) （ 160 ) （ 10 ) （ 270 ) （ 25 ) （ 612.5 ) （ 45 ) （ 11 ) （ 236 ) （ 48 ) （ 361.0 ) （ 12 ) （ 6 ) （ 15.0 )

繊維工業 675.5 141 7 222 8 515.0 16 1 105 1 138.5 22 0 22.0
（ 635.0 ) （ 133 ) （ 10 ) （ 215 ) （ 9 ) （ 495.5 ) （ 15 ) （ 2 ) （ 93 ) （ 4 ) （ 127.0 ) （ 12 ) （ 1 ) （ 12.5 )

木材・家具 209.0 49 3 81 0 182.0 0 0 20 0 20.0 7 0 7.0
（ 194.5 ) （ 44 ) （ 0 ) （ 84 ) （ 1 ) （ 172.5 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 18 ) （ 0 ) （ 18.0 ) （ 4 ) （ 0 ) （ 4.0 )

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・印刷 544.0 126 5 209 6 469.0 8 0 47 2 64.0 11 0 11.0
（ 564.0 ) （ 136 ) （ 5 ) （ 215 ) （ 3 ) （ 493.5 ) （ 8 ) （ 1 ) （ 43 ) （ 1 ) （ 60.5 ) （ 10 ) （ 0 ) （ 10.0 )

化学工業 2,496.0 625 17 866 10 2,138.0 70 3 171 1 314.5 41 5 43.5
（ 2,331.5 ) （ 577 ) （ 10 ) （ 864 ) （ 3 ) （ 2,029.5 ) （ 56 ) （ 3 ) （ 157 ) （ 0 ) （ 272.0 ) （ 28 ) （ 4 ) （ 30.0 )

窯業・土石 117.0 23 2 53 0 101.0 1 0 12 0 14.0 2 0 2.0
（ 121.0 ) （ 24 ) （ 1 ) （ 54 ) （ 0 ) （ 103.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 11 ) （ 0 ) （ 13.0 ) （ 5 ) （ 0 ) （ 5.0 )

鉄鋼 241.0 46 2 129 2 224.0 0 0 15 0 15.0 2 0 2.0
（ 215.5 ) （ 43 ) （ 1 ) （ 112 ) （ 3 ) （ 200.5 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 14 ) （ 0 ) （ 14.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 1.0 )

非鉄金属 424.5 115 3 124 3 358.5 14 0 24 0 52.0 14 0 14.0
（ 402.5 ) （ 111 ) （ 2 ) （ 118 ) （ 4 ) （ 344.0 ) （ 13 ) （ 0 ) （ 24 ) （ 1 ) （ 50.5 ) （ 8 ) （ 0 ) （ 8.0 )

金属製品 587.0 107 4 250 4 470.0 14 0 77 1 105.5 11 1 11.5
（ 554.5 ) （ 104 ) （ 5 ) （ 242 ) （ 4 ) （ 457.0 ) （ 13 ) （ 2 ) （ 61 ) （ 0 ) （ 89.0 ) （ 8 ) （ 1 ) （ 8.5 )

電気機械 2,997.0 986 12 729 8 2,717.0 51 0 104 1 206.5 72 3 73.5
（ 2,928.0 ) （ 973 ) （ 8 ) （ 709 ) （ 4 ) （ 2,665.0 ) （ 52 ) （ 0 ) （ 99 ) （ 1 ) （ 203.5 ) （ 58 ) （ 3 ) （ 59.5 )

その他機械 2,308.5 606 13 755 13 1,986.5 58 2 140 2 259.0 62 2 63.0
（ 2,244.0 ) （ 603 ) （ 6 ) （ 780 ) （ 13 ) （ 1,998.5 ) （ 50 ) （ 2 ) （ 112 ) （ 3 ) （ 215.5 ) （ 29 ) （ 2 ) （ 30.0 )

その他 1,068.5 248 9 335 6 843.0 35 2 101 3 174.5 49 4 51.0
（ 1,327.5 ) （ 342 ) （ 6 ) （ 407 ) （ 7 ) （ 1,100.5 ) （ 33 ) （ 5 ) （ 114 ) （ 4 ) （ 187.0 ) （ 37 ) （ 6 ) （ 40.0 )

注　１(1)②の表と同じ

区分

②身体障害者の数
ｃ．重度以外の
身体障害者

①
障害者の数 ａ.重度身体障害

者
ｄ．重度以外の
身体障害者であ
る短時間労働者

ｄ．重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ×
0.5

④精神障害者の数
ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者

である短時間
労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

b．　重度身体
障害者である
短時間労働者

③知的障害者の数
ａ.重度知的障害
者

b．　重度知的
障害者である
短時間労働者

ｃ．重度以外の
知的障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

1
7 



(4) 民間企業における雇用状況の推移
(各年６月１日現在)

対前年増減 対前年増減 対前年増減

昭和 55 17,047 1.09 50.7

56 18,278 1,231 1.14 0.05 51.3 0.6

57 19,296 1,018 1.18 0.04 51.7 0.4

58 20,140 844 1.23 0.05 53.3 1.6

59 20,893 753 1.26 0.03 52.3 △ 1.0

60 21,323 430 1.28 0.02 53.6 1.3

61 21,718 395 1.29 0.01 54.6 1.0 注１

62 22,170 452 1.30 0.01 54.7 0.1 　障害者の数とは、次に掲げる者の合計である。

63 23,688 1,518 1.35 0.05 53.8 △ 0.9 ～昭和62年

平成 元 年 24,155 467 1.35 0.00 54.5 0.7 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

2 24,876 721 1.35 0.00 57.0 2.5 昭和63年～平成４年

3 25,942 1,066 1.35 0.00 57.5 0.5 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

4 27,835 1,893 1.38 0.03 55.5 △ 2.0 知的障害者

5 29,085 1,250 1.43 0.05 53.2 △ 2.3 平成５年～平成17年

6 29,890 805 1.45 0.02 50.2 △ 3.0 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

7 30,655 765 1.49 0.04 50.9 0.7 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

8 29,713 △ 942 1.49 0.00 51.1 0.2 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

9 29,696 △ 17 1.50 0.01 50.7 △ 0.4 平成18年

10 29,388 △ 308 1.50 0.00 50.3 △ 0.4 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

11 30,020 632 1.52 0.02 44.0 △ 6.3 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

12 30,768 748 1.56 0.04 42.6 △ 1.4 精神障害者、

13 30,074 △ 694 1.56 0.00 41.7 △ 0.9 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者

14 28,378 △ 1,696 1.49 △ 0.07 40.8 △ 0.9 （精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

15 27,949 △ 429 1.49 0.00 41.0 0.2 平成23年

16 28,499 550 1.49 0.00 40.8 △ 0.2 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

17 28,828 329 1.51 0.02 39.5 △ 1.3 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

18 29,985.0 1,157.0 1.53 0.02 40.5 1.0 精神障害者、

19 30,747.5 762.5 1.56 0.03 42.2 1.7 重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である

20 32,248.5 1,501.0 1.59 0.03 42.8 0.6 短時間労働者（重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

21 32,253.0 4.5 1.60 0.01 42.9 0.1

22 33,944.5 1,691.5 1.67 0.07 44.5 1.6 注２

23 35,774.0 1,829.5 1.63 △ 0.04 43.8 △ 0.7 　各年における法定雇用率、～昭和62年　1.5％、昭和63年～平成10年　1.6％、平成11年～　1.8％

24 37,004.5 1,230.5 1.69 0.06 44.9 1.1

法定雇用率達成企業の
割合（％)年

実雇用率(％)障害者の数(人)

1
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(5) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数

0.5人又は１人 1.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人
4.5人以上
9人以下

9.5人以上
20人以下

20.5人以上
50人以下

50.5人以上

規模計 3,456 2,124 825 274 130 90 11 2 － 2,049
(100.0%) (61.5%) (23.9%) (7.9%) (3.8%) (2.6%) (0.3%) (0.1%) － (59.3%)

56-100人未満 1,304 1,304 － － － － － － － 1,277
(100.0%) (100.0%) － － － － － － － (97.9%)

100-300人未満 1,516 671 678 132 30 5 － － － 766
(100.0%) (44.3%) (44.7%) (8.7%) (2.0%) (0.3%) － － － (50.5%)

300-500人未満 302 85 84 71 44 18 － － － 5
(100.0%) (28.1%) (27.8%) (23.5%) (14.6%) (6.0%) － － － (1.7%)

500-1,000人未満 222 49 50 47 42 33 1 － － 0
(100.0%) (22.1%) (22.5%) (21.2%) (18.9%) (14.9%) (0.5%) － － (0.0%)

1,000人以上 112 15 13 24 14 34 10 2 － 1
(100.0%) (13.4%) (11.6%) (21.4%) (12.5%) (30.4%) (8.9%) (1.8%) － (0.9%)

注１ 　上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

２ 　②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

③障害者の
数が0人で
ある企業数

①法定雇用率
未達成企業
の数

区分

②不足数

1
9 



(6) 特例子会社の状況
①　概況

①

社 人 人 人 人 人 人

41 1,849.5 793 4 511 15 2,108.5

〈 10,360〉

（ 36 ) （ 1,603.0 ) （ 733 ) （ 4 ) （ 405 ) ( 8 ) （ 1,879.0 )

注　１(1)①の表と同じ

　　　※　本表は、親会社が大阪府内に所在する特例子会社で、親会社分を含まない特例子会社分のみの集計である。

②　障害種別雇用状況

注　１(1)②の表と同じ

　　　※　本表は、親会社が大阪府内に所在する特例子会社で、親会社分を含まない特例子会社分のみの集計である。

◎　「特例子会社」制度とは

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ａ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる労働者数

特例子会社

区分

③　障害者の数
特例子会社数 Ｄ.重度以外身

体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間労働者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

 障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保（法定雇用率＝1.8％）は個々の事業主（企業）ごとに義務づけられている。 

 その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設

立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定でき

ることとしている。 

2
0

 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2,108.5 552 3 148 4 1,257.0 241 1 268 5 753.5 95 6 98.0

（ 1,879.0 ）（ 520 ）（ 2 ）（ 124 ）（ 1 ）（ 1,166.5 ）（ 213 ）（ 2 ）（ 225 ）（ 4 ）（ 655.0 ）（ 56 ）（ 3 ）（ 57.5 ）

特例子会社

④精神障害者の数
ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者

である短時間
労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

③知的障害者の数
ａ.重度知的障
害者

b．　重度知的
障害者である
短時間労働者

ｃ．重度以外の
知的障害者

区分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

②身体障害者の数①
障害者の数 ａ.重度身体障

害者
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

b．　重度身体
障害者である
短時間労働者

ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間労
働者

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間労
働者



(1) 府・市町村の機関（法定雇用率2.1％）
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％
97 79,717.5 560 42 880 120 2,102.0 85.5 2.64 93 95.9

< 6,488 > < 139 > < 8.14 >
（ 96 ) （ 79,417.0 ) （ 566 ) （ 26 ）（ 888 ) （ 91 ) （ 2,091.5 ) （ 71.5 ) （ 2.63 ) （ 91 ) （ 94.8 )

②　障害種別在職状況

注１ 注１

２
２

３

３ ４

４ ５

５ ６

６

実雇用率
Ｅ÷②×
100

　Ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成23年６月２日から平成24年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数で
ある。

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧
除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②③④ｄ欄の重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員については法
律上、1人を0.5人に相当するものとしており、ｅ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③のａ、ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、②③のｂ、ｄ欄及び④
のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。

②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成23年6月2日から平成24年6月1日までの1年間に新規に雇い入れ
られた障害者数である。

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神
障害者

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

　<   >内は精神障害者をのぞいた場合の数値である。

〔２（１）②表の注〕
①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ｅ欄の計を算出するに当
たりダブルカウントとしている。

　（　）内は平成23年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

〔２（１）①表の注〕

　（　）内は平成23年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時
間未満の職員である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計
を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間障害者」については法律上、１人を0.5人に相当する者としており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしてい
る。

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｆ．うち新規
雇用分

機関数 Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

府・市町村
の機関〔2.1%〕

⑥
法定雇用率
達成機関の

割合

法定雇用率
達成機関の

数

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間勤務職員

区分

③　障害者の数
Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋
Ｃ＋Ｄ×0.5

２ 地方公共団体等における在職状況 

2
1 

府・市町村の 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

機関〔2.1%〕 2,102.0 559 36 825 80 2,019.0 72.0 1 6 12 33 36.5 11.0 43 7 46.5 2.5
（ 2,091.5 ）（ 565 ）（ 19 ）（ 836 ）（ 63 ）（ 2,016.5 ）（ 67.0 ）（ 1 ）（ 7 ）（ 13 ）（ 21 ）（ 32.5 ）（ 2.0 ）（ 39 ）（ 7 ）（ 42.5 ）（ 2.5 ）

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｆ．うち新規雇
用分

ｃ.精神障害
者

ａ.重度知的
障害者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ｄ．精神障
害者である
短時間勤務
職員

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｆ．うち新規
雇用分

b．　重度知
的障害者で
ある短時間
勤務職員

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数 ③知的障害者の数
ａ.重度身体
障害者

b．　重度身
体障害者で
ある短時間
勤務職員

ｄ．重度以
外の知的障
害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以
外の身体障
害者

ｄ．重度以
外の身体障
害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以
外の知的障
害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

 



(2) 大阪府の機関（法定雇用率2.1％）
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％
計 4 11,295.5 78 17 136 73 345.5 34.0 3.06 4 100.0

< 8,054 > < 154 > < 2.41 >

（ 4 ) （ 11,741.0 ) （ 85 ) （ 6 ) （ 149 ) （ 47 ) （ 348.5 ) （ 22.5 ) （ 2.97 ) （ 4 ) （ 100.0 )

注　２(1)①の表と同じ

②　障害種別在職状況

注　２(1)②の表と同じ

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

③　障害者の数 ⑥
機関数 Ａ.重度身体

障害者及び
重度知的障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間勤務職員

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

実雇用率
Ｅ÷②×100

法定雇用
率達成機
関の数

法定雇用率
達成機関の
割合

Ｆ．うち新規雇
用分

2
2 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

計 345.5 78 17 136 53 335.5 28.0 0 0 0 16 8.0 5.0 0 4 2.0 1.0

（ 348.5 ）（ 85 ）（ 6 ）（ 149 ）（ 36 ）（ 343.0 ）（ 19.0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 7 ）（ 3.5 ）（ 2.0 ）（ 0 （ 4 ）（ 2.0 ）（ 1.5 ）

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

④精神障害者の数
ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者

である短時間
勤務職員

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5 ｆ．うち新規雇

用分

ｃ．重度以外の
身体障害者

ａ.重度知的障
害者ｆ．うち新規雇

用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｆ．うち新規雇
用分区分

①
障害者の数

②身体障害者の数
ａ.重度身体障
害者

b．　重度身体
障害者である
短時間勤務職
員

③知的障害者の数
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｃ．重度以外の
知的障害者

b．　重度知的
障害者である
短時間勤務職
員

ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間勤
務職員



(3) 市町村の機関（法定雇用率2.1％）
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

93 68,422.0 482 25 744 47 1,756.5 51.5 2.57 89 95.7

< 1,588 > < 748 > < 2.32 >

（ 92 ）（ 67,676.0 ) （ 481 ) ( 20 ) ( 739 ) （ 44 ） （ 1,743.0 ) （ 49.0 ) （ 2.58 ) （ 87 ) （ 94.6 )

注　２(1)①の表と同じ

②　障害種別在職状況

注　２(1)②の表と同じ

⑥
法定雇用率
達成機関の
数

法定雇用
率達成機
関の割合

Ｆ．うち新規雇
用分

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間勤務職員

③　障害者の数
Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

実雇用率
Ｅ÷②×
100

市町村の機関

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
職員数

機関数

2
3 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

市町村の機関 1,756.5 481 19 689 27 1,683.5 44.0 1 6 12 17 28.5 6.0 43 3 44.5 1.5

（ 1,743.0 ）（ 480 ）（ 13 ）（ 687 ）（ 27 ）（ 1,673.5 ）（ 48.0 ）（ 1 ）（ 7 ）（ 13 ）（ 14 ）（ 29.0 ）（ 0.0 ） ( 39 ) ( 3 ) ( 40.5 ) ( 1.0 )

④精神障害者の数
ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者

である短時間
勤務職員

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5 ｆ．うち新規雇

用分
区分

②身体障害者の数
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

b．　重度身
体障害者であ
る短時間勤務
職員

ｃ．重度以外
の身体障害
者

③知的障害者の数①
障害者の数 b．　重度知的

障害者である
短時間勤務職
員

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｆ．うち新規雇
用分

ｆ．うち新規雇
用分

ａ.重度身体障
害者

ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間勤
務職員

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

ａ.重度知的障
害者

 



(4) 法定雇用率2.0％が適用される大阪府及び市町村の教育委員会（法定雇用率2.0％）

①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

5 41,822.0 244 12 348 30 863.0 46.0 2.06 5 100.0

〈 10,029 〉〈 274 〉〈23.98〉

（ 5 ) （ 44,304.0 ) （ 252 ) （ 16 ) （ 364 ) （ 37 ）（ 902.5 ) （ 47.0 ) （ 2.04 ) （ 5 ) （ 100.0 )

注　２(1)①の表と同じ

②　障害種別在職状況

注　２(1)②の表と同じ

法定雇用率
2.0%が適用さ
れる教育委員

会

法定雇用率
達成機関の

割合

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間勤務職員

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる職員数

③　障害者の数 ⑥

Ｆ．うち新規雇
用分

機関数 Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

実雇用率
Ｅ÷②×
100

法定雇用率
達成機関の

数

2
4 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

863.0 244 12 319 29 833.5 44.0 0 0 18 1 18.5 2.0 11 0 11.0 0.0

（ 902.5 ）（ 252 ）（ 16 ）（ 337 ）（ 36 ）（ 875.0 ）（ 39.5 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 16 ）（ 1 ）（ 16.5 ）（ 6.5 ）（ 11 ）（ 0 ）（ 11.0 ）（ 1.0 ）

区分

ａ.重度身体障
害者

ｃ．重度以外の
知的障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

法定雇用率
2.0%が適用され
る教育委員会

③知的障害者の数
ａ.重度知的障
害者ｆ．うち新規雇

用分

b．　重度知的
障害者である
短時間勤務職
員

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

①
障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｃ．重度以外の
身体障害者

ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間勤
務職員

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

b．　重度身体
障害者である
短時間勤務職
員

④精神障害者の数
ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害者

である短時間
勤務職員

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5 ｆ．うち新規雇

用分

②身体障害者の数

 



①　概況

① ④ ⑤

法人 人 人 人 人 人 人 人 ％ 法人 ％

16 16,893.5 107 4 105 7 326.5 55.0 1.93 11 68.8

< 8,526 > < 2,012 > < 50.47 >

（ 12 )（ 15,592.0 )（ 99 ) （ 2 )（ 91 )（ 7 ) （ 294.5 ) （ 51.0 ) ( 1.89 ）（ 7 )（ 58.3 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

注　１(1)②の表と同じ

②
法定雇用障害
者数の算定の基
礎となる労働者
数

Ｆ．うち新規雇用
分

⑥
法定雇用
率達成法
人の割合

法定雇用率
達成法人の
数

③　障害者の数

計

Ｄ.重度以外
身体障害者
及び知的障
害者並びに
精神障害者
である短時
間労働者

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

区分

法人数 Ａ.重度身
体障害者及
び重度知的
障害者

実雇用率
Ｅ÷②×
100

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神
障害者

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

３ 独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率２．１％） 

2
5 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

計 326.5 67 4 77 7 218.5 44.0 40 0 19 0 99.0 9.0 9 0 9.0 2.0

（ 294.5 ）（ 58 ）（ 2 ）（ 65 ）（ 5 ）（ 185.5 ）（ 32.0 ） （ 41 ）（ 0 ）（ 15 ）（ 0 ）（ 97.0 ）（ 11.0） （ 11 ）（ 2 ）（ 12.0 ）（ 8.0 ）

ｃ．重度以
外の知的障
害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

③知的障害者の数
ａ.重度知的
障害者

ｃ．重度以
外の身体障
害者

④精神障害者の数
ｃ.精神障害
者

ｄ．精神障
害者である
短時間労働
者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5 ｆ．うち新規

雇用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

②身体障害者の数

ｆ．うち新規
雇用分

ｆ．うち新規
雇用分

ｄ．重度以
外の知的障
害者である
短時間労働
者

b．　重度知
的障害者で
ある短時間
労働者

b．　重度身
体障害者で
ある短時間
労働者

ａ.重度身体
障害者

区分

①
障害者の数 ｄ．重度以

外の身体障
害者である
短時間労働
者



　　(1) 大阪府知事部局の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 8,414.5 285.0 3.39 0.0

大阪府 8,414.5 285.0 3.39 0.0

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 2,881.0 60.5 2.10 0.0

大阪広域水道企業団 458.5 10.0 2.18 0.0
大阪府議会事務局 64.0 1.0 1.56 0.0
大阪府警察本部 2,358.5 49.5 2.10 0.0

(3) 大阪府教育委員会の状況（法定雇用率2.0％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 26,018.0 529.5 2.04 0.0

大阪府教育委員会 26,018.0 529.5 2.04 0.0
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(2) 大阪府その他の機関の状況（法定雇用率2.1％）

４ 公的機関の各機関の状況 

注　1

2

3

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者
及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障
害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数
であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。



　(４) 市町村部局の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 53,317.0 1,355.5 2.54 1.0

大阪市 18,468.0 491.0 2.66 0.0
箕面市 901.0 22.0 2.44 0.0 特例認定あり（注４①）

池田市 610.5 13.0 2.13 0.0
豊中市 3,212.5 72.0 2.24 0.0 特例認定あり（注４②）

茨木市 1,083.0 23.0 2.12 0.0
高槻市 1,758.0 37.0 2.10 0.0
吹田市 2,196.5 59.5 2.71 0.0 特例認定あり（注４③）

摂津市 702.0 15.0 2.14 0.0 特例認定あり（注４④）

枚方市 2,265.0 64.5 2.85 0.0
寝屋川市 1,225.0 27.5 2.24 0.0
交野市 427.0 9.0 2.11 0.0
守口市 902.0 21.0 2.33 0.0
門真市 808.0 15.0 1.86 1.0 特例認定あり（注４⑤）　・　注５

四條畷市 364.0 13.0 3.57 0.0 特例認定あり（注４⑥）

大東市 560.5 16.0 2.85 0.0
東大阪市 2,234.5 57.0 2.55 0.0
八尾市 1,208.0 27.0 2.24 0.0
柏原市 365.0 8.0 2.19 0.0
松原市 617.5 20.0 3.24 0.0
羽曳野市 545.0 11.5 2.11 0.0
藤井寺市 507.5 10.0 1.97 0.0
大阪狭山市 214.0 5.0 2.34 0.0
富田林市 563.0 15.0 2.66 0.0
河内長野市 815.0 19.0 2.33 0.0 特例認定あり（注４⑦）

堺市 4,465.5 122.5 2.74 0.0
高石市 385.5 9.5 2.46 0.0
和泉市 1,164.5 37.0 3.18 0.0 特例認定あり（注４⑧）

泉大津市 377.5 8.0 2.12 0.0
岸和田市 1,197.5 25.5 2.13 0.0
貝塚市 528.0 12.0 2.27 0.0 特例認定あり（注４⑨）

泉佐野市 642.0 17.5 2.73 0.0 特例認定あり（注４⑩）

泉南市 386.5 9.0 2.33 0.0
阪南市 308.5 7.0 2.27 0.0
能勢町 95.0 5.0 5.26 0.0
豊能町 138.0 3.0 2.17 0.0
島本町 154.0 5.0 3.25 0.0
太子町 103.0 3.0 2.91 0.0
河南町 92.0 1.0 1.09 0.0
忠岡町 159.0 3.0 1.89 0.0
熊取町 283.0 5.0 1.77 0.0
田尻町 90.5 4.0 4.42 0.0
岬町 130.0 5.0 3.85 0.0

千早赤阪村 64.5 2.5 3.88 0.0

注　１

2

3

4

①箕面市は、箕面市立病院と特例認定を受けている。

②豊中市は、市立豊中病院と特例認定を受けている。

③吹田市は、市立吹田市民病院と特例認定を受けている。

④摂津市は、摂津市教育委員会及び摂津市水道部と特例認定を受けている。

⑤門真市は、門真市教育委員会と特例認定を受けている。

⑥四條畷市は、四條畷市教育委員会と特例認定を受けている。

⑦河内長野市は、河内長野市教育委員会と特例認定を受けている。

⑧和泉市は、和泉市教育委員会及び和泉市立病院と特例認定を受けている。

⑨貝塚市は、市立貝塚病院と特例認定を受けている。

⑩泉佐野市は、泉佐野市教育委員会と特例認定を受けている。

5 門真市については、８月１日現在において、障害者の数17人、実雇用率2.10％、不足数は0.0人となっている。
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　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い（短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的
障害者については１人を１カウントとする）、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法
律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受け
た場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。



　(５) 市町村教育委員会の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 6,875.5 164.5 2.39 7.5

箕面市教育委員会 776.5 23.0 2.96 0.0

池田市教育委員会 408.5 9.0 2.20 0.0

豊中市教育委員会 1,531.0 28.5 1.86 3.5

茨木市教育委員会 282.0 8.0 2.84 0.0

高槻市教育委員会 596.0 13.0 2.18 0.0

吹田市教育委員会 525.5 12.0 2.28 0.0

枚方市教育委員会 585.5 15.5 2.65 0.0

寝屋川市教育委員会 272.0 8.0 2.94 0.0

交野市教育委員会 89.0 4.0 4.49 0.0

守口市教育委員会 205.0 7.0 3.41 0.0

大東市教育委員会 110.5 3.0 2.71 0.0

八尾市教育委員会 180.0 4.0 2.22 0.0

柏原市教育委員会 76.0 2.0 2.63 0.0

松原市教育委員会 100.0 3.0 3.00 0.0

羽曳野市教育委員会 90.0 1.0 1.11 0.0

藤井寺市教育委員会 153.5 3.0 1.95 0.0

大阪狭山市教育委員会 74.0 1.0 1.35 0.0

富田林市教育委員会 124.0 5.0 4.03 0.0

高石市教育委員会 72.5 4.5 6.21 0.0

泉大津市教育委員会 144.0 1.0 0.69 2.0

貝塚市教育委員会 161.0 3.0 1.86 0.0

泉南市教育委員会 84.0 2.0 2.38 0.0

阪南市教育委員会 74.0 3.0 4.05 0.0

豊能町教育委員会 161.0 1.0 0.62 2.0

注　１

2

3

　(６) 法定雇用率2.0％が適用される市町村教育委員会の状況（法定雇用率2.0％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 15,804.0 333.5 2.11 0.0

大阪市教育委員会 11,767.5 240.5 2.04 0.0

東大阪市教育委員会 587.5 21.0 3.57 0.0

堺市教育委員会 3,098.5 64.5 2.08 0.0

岸和田市教育委員会 350.5 7.5 2.14 0.0

注　１

2

3
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　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに
精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに
精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。



　(７) 市町村その他部局（水道局、病院、交通局、一部事務組合等）の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 8,229.5 236.5 2.87 0.0

大阪市水道局 1,290.0 35.0 2.71 0.0

箕面市上下水道局 60.0 4.0 6.67 0.0

池田市上下水道部 94.0 1.0 1.06 0.0

豊中市上下水道局 259.0 6.0 2.32 0.0

茨木市水道部 62.0 2.0 3.23 0.0

高槻市水道部 111.5 5.0 4.48 0.0

吹田市水道部 95.0 6.0 6.32 0.0

枚方市上下水道部 244.0 10.0 4.10 0.0

寝屋川市水道局 60.0 2.0 3.33 0.0

守口市水道局 76.0 3.0 3.95 0.0

東大阪市上下水道局 189.0 7.0 3.70 0.0

八尾市水道局 101.0 3.0 2.97 0.0

堺市上下水道局 572.0 21.0 3.67 0.0

岸和田市上下水道局 92.0 2.0 2.17 0.0

大阪市病院局 684.0 17.0 2.49 0.0

市立池田病院 188.5 3.0 1.59 0.0

市立枚方市民病院 213.0 5.0 2.35 0.0

東大阪市立
総合病院 241.5 7.0 2.90 0.0

八尾市立病院 177.0 3.0 1.69 0.0

市立柏原病院 77.0 1.5 1.95 0.0

大阪市交通局 2,915.0 81.0 2.78 0.0

高槻市
交通部 76.0 1.0 1.32 0.0

豊中市伊丹市クリーンランド 93.0 1.0 1.08 0.0

柏羽藤環境事業組合 74.0 3.0 4.05 0.0

東大阪都市清掃施設組合 101.0 3.0 2.97 0.0

泉北環境整備施設組合 84.0 4.0 4.76 0.0

注　１

2

3
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　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに
精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、
これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。



(8) 独立行政法人等の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

独立行政法人等合計 16,893.5 326.5 1.93 44.5

独立行政法人医薬基盤研究所 218.0 6.0 2.75 0.0
独立行政法人国立循環器病研究センター 1,091.5 23.0 2.11 0.0

独立行政法人造幣局 976.5 20.5 2.10 0.0
国立大学法人大阪大学 5,912.5 124.0 2.10 0.0

国立大学法人大阪教育大学 570.0 17.0 2.98 0.0
公立大学法人大阪府立大学 937.5 13.0 1.39 6.0
公立大学法人大阪市立大学 1,940.0 16.0 0.82 24.0

大阪府土地開発公社 66.0 2.0 3.03 0.0
大阪府住宅供給公社 335.0 9.0 2.69 0.0
大阪市住宅供給公社 309.0 6.0 1.94 0.0

地方独立行政法人大阪府立病院機構 3,004.5 64.5 2.15 0.0
地方独立行政法人りんくう総合医療
センター 533.0 4.0 0.75 7.0
地方独立行政法人堺市立病院機構 608.0 5.5 0.90 6.5

地方独立行政法人大阪府立産業技術
総合研究所 142.5 4.0 2.81 0.0
地方独立行政法人大阪市立工業研究所 89.5 0.0 0.00 1.0

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産
総合研究所 160.0 12.0 7.50 0.0

注　1

2

3
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　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であ
ると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者について
は、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となる
ことをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。



事業主のみなさまへ 

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制

度）。この法定雇用率が、平成25年４月１日から以下のように変わります。 

事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

平成25年４月１日から 

障害者の法定雇用率が引き上げになります 

事業主区分 
法定雇用率 

現行  平成25年４月１日以降 

民間企業 1.8％ ⇒ 2.0％ 

国、地方公共団体等 2.1％ ⇒ 2.3％ 

都道府県等の教育委員会 2.0％ ⇒ 2.2％ 

  障害者雇用率制度とは･･･ 
 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す 

る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上 

になるよう義務づけています（精神障害者については雇用義務はありませんが、

雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます）。 
 
 この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害

者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも５年ごとに、

この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更

は、同法の規定に基づくものです。           ※失業中の人も含みます。 

   従業員50人以上５６人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。 ご注意！ 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、 

従業員56人以上から50人以上に変わります。 

また、その事業主には、以下の義務があります。 

 ◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません 

 ◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません 

※障害者雇用推進者の業務 

• 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備 

• 障害者雇用状況の報告 

• 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出          など 

 



詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

 

障害者雇用 Ｑ＆Ａ 

Ｑ１． なぜ障害者雇用を進める必要があるのでしょうか？ 

Ａ１． 障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」実現の理念があります。障害者が 

ごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、職業

による自立を進めることが重要です。 

   なお、障害者雇用率制度に基づく雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき、雇

入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合、企業

名が公表されます。 

Ｑ２． 障害者はどのような仕事に向いているのでしょうか？ 

Ａ２． 「障害者に向いている仕事」「向いていない仕事」というものはなく、一人ひとりの

障害状況やスキルの習得状況、本人の希望・意欲に応じて、事務、販売、製造からシステム

エンジニアなどの専門職までさまざまな職種で雇用されています。 

  （参考）障害者雇用事例リファレンスサービス  http://www.ref.jeed.or.jp/ 

Ｑ３． 障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか？ 

Ａ３． 障害者雇用納付金制度※においても、平成25年４月１日から新しい法定雇用率が適用

されます。従って、平成26年４月１日から同年５月15日までの間に申告していただく分

（平成25年４月から平成26年３月までの申告対象期間）から新しい法定雇用率で算定して

いただくことになります。 
 
  ※ 障害者雇用納付金制度とは･･･ 

      法定雇用率を下回っている事業主（従業員200人超）から、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて

納付金を徴収し、それを財源に法定雇用率を上回っている事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金、各種

の助成金を支給する制度です。 

  障害者を雇用するには、作業施設・設備の改善や職場環境の整備など、経済的負担が伴います。この納付

金制度は、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障

害者雇用の水準を高めることを目的としています。 

Ｑ４． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？ 

Ａ４． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援 

制度をご利用いただけます。まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。 

    ＜利用可能な支援の例＞ 

     ○障害者雇用に関する各種相談、職業紹介  ハローワーク 

     ○職場定着支援、事業主への助言      地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター 

     ○各種助成金   ハローワーク、高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  （参考）厚生労働省ホームページ 

   トップページ「分野別の政策」 ＞雇用・労働 ＞雇用 ＞施策情報「障害者雇用対策」  
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/ 
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